
身近な人権のこと

性の多様性について知ってください

性的マイノリティの人権のこと
性の三要素
「性」には、次の３つの要素があります。
○生物学的な性（からだの性）：生物学的
な体の特徴が男性か女性か
○性自認（こころの性）：自分の性をどの
ように認識しているか
○性的指向：恋愛感情や性的な関心がどの
性別に向いているか
　性的指向（Sexual Orientationセクシュ
アル・オリエンテーション）と性自認

（Gender Identity ジェンダー・アイデン
ティティ）を示す概念として、それぞれの
頭文字をとってSOGI（ソジ）と呼称する
こともあります。
　性的指向や性自認は、本人の意思で選ん
だり、変えたりできるものではありません。

性的マイノリティを取り巻く現状
　「生物学的な性」と「性自認」が一致し
ている人や、「性的指向」が異性に向いて
いる人が多数派とされる一方で、これらに
あてはまらない性的マイノリティ（少数者）
がいます。
　性的マイノリティの人権問題に関する社
会の理解はまだ十分に進んでおらず、差別
や偏見が存在する中、多くの当事者が生き
づらさを感じています。
　性的指向に関しては、性的指向を理由と
する差別的な取扱いは不当であるという認
識は広がっていますが、いまだ「男性が男
性を、女性が女性を好きになる」同性愛等
に対しては根強い偏見や差別があり、苦し
んでいる人々がいます。
　性自認に関しては、身体の性と心の性と
の食い違いに悩みながら、社会の無理解や
偏見の中、社会生活上の支障を来したり、
職場や学校等で嫌がらせやいじめ、差別を
受け苦しんでいる人々がいます。
　性のありかたは人それぞれです。大切な
のは、その人がどれに当てはまるかを考え
るのではなく、何に困っているかを一緒に
考える意識や態度を身につけることです。
【性的指向についてのマイノリティ】
Lesbian（レズビアン）同性を好きになる女性
Gay（ゲイ）同性を好きになる男性
Bisexual （バイセクシュアル）異性を好きになる
こともあれば、同性を好きになることもある人

【性自認についてのマイノリティ】
Transgender （トランスジェンダー）からだの性
とは異なる性を自認する人

　各語の頭文字をとって、「LGBT（エル・
ジー・ビー・ティー）」と表現され、性的マ
イノリティの総称としても使われることが
あります。
　LGBT以外にも、性的指向や性自認が
はっきりしない人や揺れ動く人、あるいは
性的指向や性自認を持たない人もいます。
また、「LGBT」と「そうでない人」とい
うような、はっきりした境界があるわけで
はありません。

　近年、国内で行われた複数の民間の調査
結果によると、性的マイノリティは全人口
の約３～10％いるといわれています。全
人口の10％というと約10人に１人の割合
です。生きづらさを感じている当事者は、
あなたの周りにもいるかもしれません。

社会の動向
　平成16（2004）年７月施行の「性同一
性障害者の性別の取扱いの特例に関する法
律」により、性同一性障害（※）の人々 
のうち一定の要件を満たせば、戸籍上の性
別記載を変更できるようになりました。平
成20（2008）年６月には、「現に子がいな
い」という条件が「現に未成年の子がいな
い」に緩和されましたが、依然要件を満 
たせず、性別を変更できない人たちが存在
するなど、課題が残っています。
　国では、性的マイノリティの人権問題に
ついて、関係府省においてさまざまな啓発
活動や人権相談が実施されています。平成
27（2015）年４月には文部科学省が、学
校における性的指向や性自認について悩み
を抱える児童生徒に対する、きめ細やかな対
応の実施等を定めた通知を出しています。
※�「トランスジェンダー」が性的違和を感じる人々の総
称であるのに対し、「性同一性障害」とは、トランスジェ
ンダーの中でも性別違和を解消して希望する性別で生
きるために何らかの医療行為を受けたいと望む人など
に対して、精神科の医師が診断する疾患名です。診断
を受けないトランスジェンダーの人もたくさん存在し
ます。近年、「性同一性障害」の呼称を「性別違和」、「性別
不一致」、「性別不調和」などに改称する動きがあります。

大阪府では
　平成29（2017）年３月に庁内方針を 
策定し、性的マイノリティについての正確
な知識の普及のため、職員研修や府民、事
業者への啓発を継続的に実施するととも
に、人権をはじめ福祉、医療、雇用・就労、
教育等の行政分野において、当事者や関係
者の相談に応じています。
　さらに、性的指向及び性自認の多様性が
尊重され全ての人が自分らしく生きるこ 
とができる社会の実現を目指し、令和元

（2019）年10月に「大阪府性的指向及び
性自認の多様性に関する府民の理解の増進
に関する条例」を施行しました。
　この施策の一環として、お互いを人生の
パートナーとする宣誓を行った事実を大阪

府として証明することにより、性的マイノ
リティ当事者が社会において自分らしく生
きることを支援することを目的として、令
和２（2020）年１月からパートナーシッ
プ宣誓証明制度を開始しました。

■性的指向や性自認に関するハラスメント
　性的指向及び性自認に関するハラスメン
トのことを、それぞれの頭文字をとって

「SOGI （ソジ）ハラ」ということがあります。
具体的には、①偏見に基づく差別的な発言
や行動（いじめ、嫌がらせ、暴力）②望ま
ない性別での生活の強要　③雇用差別、不
当な異動や解雇、業務内容の制限など　④
アウティング（第三者への暴露）などの行
為です。
　声を上げられない性的少数者がいないこ
とにされ、特段の対応・対策が取られず、
放置されがちです。
　SOGI ハラをなくすためには、①性的少
数者を「いない」ことにしないこと　②全
ての人が性の多様性について知る機会を確
保されていること　③差別を許さず、多様
性を肯定する姿勢を発信すること　などが
重要です。
　平成29（2017）年１月からいわゆるセ
クハラ指針が改正され、被害を受けた人の
性的指向又は性自認にかかわらず、その人
に対するセクシュアルハラスメントも指針の
対象となる旨が明記されました。
　また、労働施策総合推進法の改正により、
令和２（2020）年６月より従業員300人以
上の事業所において、性的指向・性自認に
関するハラスメントやアウティング対策も含
めたパワハラ対応が各職場に義務付けられ
ています。（従業員300人以下の民間事業
主は令和４（2022）年４月から義務付け）

大阪府性的マイノリティ sogi 検 索

■�啓発ポスター

性の多様性理解増進条例
大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する

府民の理解の増進に関する条例

Ⓒ2014 
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大阪府　性の多様性理解増進条例 検 索

大阪府 府民文化部 人権局 人権企画課 教育・啓発グループ
電 話  06-6210-9281　メール  jinken@sbox.pref.osaka.lg.jp　ファックス  06-6210-9286

　性的指向：恋愛感情や性的な関心がどの性別に向いているか

　性 自 認：自分の性をどのように認識しているか

性的指向や性自認がはっきりしない人、持たない人もいます。
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電　 話 06-6210-9281
平日午前9時から午後6時 （土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日から1月3日）を除く）受付時間
partnership@gbox.pref.osaka.lg.jp

06-6210-9286
※予約は希望日の3開庁日前まで

大阪府内では、大阪市、堺市、枚方市、交野市、大東市、富田林市、貝塚市において同様の制度が実施されています。（令和2年11月末現在）　詳しくは、上記までお問い合わせください。
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おふたりが、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓された事実を、
大阪府として公に証明する制度です。　

大阪府では、性的指向及び性自認の多様性が尊重され、
全ての人が自分らしく生きることができる社会の実現を目指しています。　

※大阪府の制度では一方または双方が性的マイノリティのカップルを対象としています

大阪府パートナーシップ宣誓証明制度

予約
受付 大阪府 府民文化部 人権局 人権企画課 教育・啓発グループ
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大阪府　パートナーシップ宣誓証明制度 検 索

性的指向  ： 恋愛感情や性的な関心がどの性別に向いているか
性 自 認  ： 自分の性をどのように認識しているか
性的指向や性自認がはっきりしない人、持たない人もいます。

性的指向・
性自認って
何？

性的マイノリティの尊厳と社会
運動を象徴する「レインボーフ
ラッグ」上から赤（生命）・橙（癒
し）・黄（太陽）・緑（自然）・藍
（平穏/調和）・紫（精神）の６色
で、性の多様性を表しています。
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